
第３３回 福井県公民館セミナー〔後期〕開催要項 
 
１．趣 旨   公民館は、地域住民に最も身近な施設であり、地域づくりの拠点として様々な事業を展

開してきました。これからは公民館を取り巻く現状を認識し、アフターコロナの新しい公
民館像を描きながら、公民館のあり方を検討していくことが必要になると考えます。 

今回のセミナーは、公民館職員が全国公民館セミナーの動画視聴後に意見交換会を行う
ことで、お互いの悩みや公民館の課題を共有し、その中で得られた気づきを今後の公民館
活動の活性化や充実につなげることを目的として開催します。 

 

２．期 日  令和４年１２月１６日(金) １３:００～１６:００ 
 
３．会 場  福井県生活学習館  第１分科会 １０１・１０２学習室（６０名まで） 
                 第２分科会 映像ホール（６０名まで） 
 
４．主 催  福井県公民館連合会 
 
５．後 援  福井県教育委員会 福井県市⾧会 福井県町村会（予定） 
 
６．対 象   福井県内の公民館等職員 
 
７．内 容  第３３回全国公民館セミナーの動画の中から選出した２本の動画を、２会場に分かれて

視聴し、その後少人数グループごとに意見交換を行う。 
 
８．日 程   12:30～12:50 受  付 

13:00～13:10  開講式 
第１分科会 第２分科会 

13:10～14:50 
14:50～15:00 
15:00～15:30 
 
15:30～15:55 
15:55～16:00  

動画視聴 
休憩 
グループ討議 
（意見交換） 
討議内容発表 
閉講式 

13:10～14:10 
14:10～14:20 
14:20～15:00 
 
15:00～15:30 
15:30～15:35 

動画視聴 
休憩 
グループ討議 
（意見交換） 
討議内容発表 
閉講式 

 
９．視聴する動画 

◎第１分科会 『公民館の空間をデザインする』      …１０２分 
公民館にはロビーや、ホールなどさまざまな部屋や空間があります。建築学的な見地か 

ら、公民館の持つさまざまな部屋、空間が持つ意味、そして公民館が果たしている役割から、
どのような空間が望ましいかなどについて語ります。 

 ～講師紹介～  
■浅野平八（あさのへいはち）日本大学生産学部建築工学科元教授 

 1945 年生まれ。日本大学大学院を経て工学博士。日本公民館学会副会⾧。『公民館のデ
ザイン』（エイデル研究所刊）編集委員⾧。小金井市・会津美里町・近江八幡市・由布市
の公民館複合施設建設にかかわる。専門は建築計画で、特に公民館建築に関する多くの
原著論文や著書があるほか、住宅産業研修財団にて「大工育成塾」企画運営委員、また伝
統木造建築の技術・技能の次世代を担う人材の育成を目的とした「大工志塾」塾⾧を務め
る。『月刊公民館』「公民館のデザイン」特集（平成２６年１２月号）にも執筆。 

 



◎第２分科会『“アフターコロナ”“ウィズコロナ”時代の社会教育』…６１分 
     “アフターコロナ”“ウィズコロナ”時代に社会教育、そして公民館のありかたはどう 

なっていくのか、考えます。 
       ～講師紹介～  

■小山竜司（こやまりゅうじ）神奈川大学法学部特任教授  
1989 年文部省に入省。31 年間の公務員生活の後に 2020 年文部科学省を早期退職。 
現在は神奈川大学法学部特任教授。また、桜美林大学や名古屋大学でも、講義を担当。
「全体の奉仕者」 から一私人となって「自由の翼」を満喫中!? 『月刊公民館』では、
2016 年 4 月号から 2019 年 3 月号まで「社会教育、温故知新!」を 36 回連載。
2019 年 7 月号からは「令和の新・生涯学習考」を連載中。専門は教育行政学、教育法、
高等教育政策論。 

 
１０．参加費  無料 

   
１１．新型コロナウイルス感染防止対策について 
   ・来場前に検温し、発熱があるなど感染が疑われる症状がある場合には、参加をご遠慮ください。 
   ・マスクの着用や、手洗い、手指消毒などの感染防止対策にご協力ください。 
    
 
 

 

参 加 申 込 書 
 

市 町 所 属 担当者名 電話番号 
       

参加希望者氏名 職名 
経験年数 

（公民館関係） 

希望分科会 (いずれかに〇を） 
第１分科会 

13:00～16:00 

第２分科会 
13:00～15:35 

どちらでもよい 

           

           

           

      

・申込の状況によっては、ご希望とは異なる分科会にご参加いただく場合もありますので、あらかじ
めご了承ください。 

・各市町担当所管へ、１１月３０日（水）までにお申し込みください。 
 ・各市町担当所管は、お取りまとめいただき、１２月６日（火）までに県公連事務局へお申し込みく

ださい。 


